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「即時原発ゼロ」の政治決断を求める意見書について 

 

上記の発議案を別紙のとおり地方自治法第９９条及び会議規則第１４条第１

項の規定により提出します。 
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提案理由 

原発がなくても電力不足になることもなく、安価が売り物の原発こそ、事故

処理に莫大な費用を必要とする高コストである。再生可能エネルギーの普及と

低エネルギー社会への転換が求められていることから、国に対し「即時原発ゼ

ロ」の政治決断をするよう強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



「即時原発ゼロ」の政治決断を求める意見書 

 

政府は、原発を「重要なベース電源」と位置づけ、着実に再稼働を進め、将

来にわたって維持・推進する「エネルギー基本計画案」を閣議決定しようとし

ている。 

民主党政権時代に策定した計画では、福島原発の事故から「原発は不要」と

の強い国民世論を受けて、再稼働や着工許可済み原発の設置容認などの問題を

持ちながらも、「２０３０年代に原発ゼロ」を目標としていた。しかも、この

計画策定には、市民参加型での討論型世論調査や意見聴取会、パブリックコメ

ントを実施し、約９万人から意見を聞く努力がされていたのである。 

ところが、今回は討論型世論調査や意見聴取会などは行わず、基本計画作成

について審議する政策分科会にも突然、経済産業省作成の原案を提出するなど、

極めて強引な手法がとられている。 

その背景には、原発輸出に突き進む日米の原子力産業や銀行など利益共同体

の圧力があると言われている。 

しかし、原発事故はいまだ原因究明もされず、事故収束の見通しも立ってい

ないのが現実である。また、処理方法がない「核のごみ」は、これ以上ふやせ

ない実態もある。何より、原発がなくても電力不足になることもなく、安価が

売り物の原発こそ、事故処理に莫大な費用を必要とする高コストであることが

証明されている。 

今こそ、思い切った再生可能エネルギーの普及と低エネルギー社会への転換

が求められているのである。 

よって、本市議会は国に対し、「即時原発ゼロ」の政治決断をするよう強く

求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２６年３月２０日 

 

八 千 代 市 議 会   

 



提出先 

内 閣 総 理 大 臣  様 

経 済 産 業 大 臣  様 

 

 


